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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
七
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
三
郷
市
番
匠
免
三
丁
目
二
番
二
の
一
部
、
六
番
、
七
番
、
八
番
の 

 

一
部
、
十
二
番
の
一
部
、
十
三
番
の
一
部
、
十
四
番
の
一
部
、
十
五
番
の
一
部
、
十
六
番
、
十 

 

七
番
、
十
八
番
、
十
九
番
一
、
十
九
番
二
、
二
十
番
、
二
十
一
番
の
一
部
、
二
十
二
番
二
の
一 

 

部
、
二
十
四
番
三
の
一
部
、
二
十
五
番
、
二
十
六
番
一
、
二
十
六
番
二
、
二
十
七
番
一
、
二
十 

 

七
番
二
、
二
十
八
番
、
二
十
九
番
、
三
十
番
、
三
十
一
番
、
三
十
二
番
、
三
十
三
番
、
三
十
四 

 

番
、
三
十
五
番
の
一
部
、
三
十
六
番
の
一
部
、
三
十
七
番
の
一
部
、
三
十
八
番
の
一
部
、
三
十 

 

九
番
の
一
部
、
四
十
番
の
一
部
、
四
十
一
番
一
の
一
部
、
四
十
一
番
二
の
一
部
、
四
十
二
番
の 

 

一
部
、
四
十
三
番
一
の
一
部
、
四
十
三
番
二
の
一
部
、
四
十
三
番
三
の
一
部
、
四
十
四
番
の
一 

 

部
、
四
十
五
番
の
一
部
、
四
十
六
番
の
一
部
、
四
十
七
番
一
の
一
部
、
四
百
十
番
一
の
一
部
、 

 

四
百
十
一
番
一
の
一
部
、
四
百
十
二
番
一
の
一
部
、
四
百
十
三
番
一
の
一
部
、
四
百
十
四
番
一 

 

の
一
部
、
四
百
十
五
番
一
の
一
部
、
四
百
二
十
二
番
一
の
一
部
、
上
口
三
丁
目
六
十
二
番
の
一 

 

部
、
六
十
三
番
一
の
一
部
、
六
十
六
番
四
の
一
部
、
二
百
五
十
四
番
二
の
一
部
、
二
百
五
十
五 

 

番
二
の
一
部
、
二
百
五
十
六
番
二
の
一
部
、
二
百
五
十
七
番
一
の
一
部
、
二
百
五
十
八
番
の
一 

 

部
及
び
二
百
六
十
番
二
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
四
項
第
九
号
に
該
当
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
一
の
区
域
と
同
じ
） 

 



 
 
 
 
 
 

別
図

 

 
 

 
 

 
筆

境
界

 

 
 

 
形

質
変
更

時
要

届
出

区
域

に
指

定
す

る
区

域
 

 
 

 
既

存
指

定
区

域
 

【
格

子
の

回
転

角
度

7
7
.
5
°
】

 

格
子

の
回

転
角

は
、

起
点

を
通

り
、

東
西

方
向

及
び

南
北

方
向

に
引

い
た

線

並
び

に
こ

れ
ら

を
並

行
し

て
3
0
m
間

隔
で

引
い

た
線

に
よ

り
構

成
さ

れ
て

い

る
格

子
を

、
起

点
を

中
心

と
し

て
右

周
り

に
回

転
さ

せ
た

角
度

を
示

す
。

 

起
点

は
、

 

北
緯

 
3
5
°

5
0
′

1
8
.
3
5
7
″

 

東
経

 
1
3
9
°

5
1
′

4
6
.
1
9
0
″

 

の
位

置
と

す
る

。
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
八
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
及
び

第
十
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

事
業
者
の
名
称 

 
 

株
式
会
社
Ｏ
・
Ｓ
・
Ｉ 

二 

事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

千
葉
県
柏
市
根
戸
千
八
百
六
十
四
番
地
四
カ
パ
ル
ア
一
階
Ａ 

三 

事
業
所
の
名
称 

 
 

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
季
楽 

四 

事
業
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
富
士
見
四
丁
目
十
九
―
二
―
百
一 

五 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

 
 

一
一
七
六
二
〇
〇
五
五
六 

六 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

訪
問
介
護 

七 

指
定
取
消
処
分
年
月
日 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日 

八 

指
定
取
消
し
年
月
日
（
効
力
発
生
日
） 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
九
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
第
二
号
及
び
第
九

号
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

事
業
者
の
名
称 

 
 

株
式
会
社
Ｏ
・
Ｓ
・
Ｉ 

二 

事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

千
葉
県
柏
市
根
戸
千
八
百
六
十
四
番
地
四
カ
パ
ル
ア
一
階
Ａ 

三 

事
業
所
の
名
称 

 
 

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
季
楽 

四 

事
業
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
富
士
見
四
丁
目
十
九
―
二
―
百
一 

五 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

 
 

一
一
七
六
二
〇
〇
五
五
六 

六 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

介
護
予
防
訪
問
介
護 

七 

指
定
取
消
処
分
年
月
日 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
三
日 

八 

指
定
取
消
し
年
月
日
（
効
力
発
生
日
） 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
三
十
年
二
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



１ 購入等件名及び数量 

  ポストカラム－イオンクロマトグラフ分析装置の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県衛生研究所水・食品担当 埼玉県比企郡吉見町大字江和井410番地１ 

３ 落札者を決定した日 

  平成29年11月28日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋１丁目３番１号 

５ 落札金額 

  49,124,880円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成29年９月29日 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
四
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
三
十
年
二
月
十
三
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

県
議
会
平
成
三
十
年
二
月
定
例
会
提
出
予
定
案
件
に
つ
い
て 

 

ロ 

平
成
三
十
年
度
埼
玉
県
教
育
行
政
重
点
施
策
の
策
定
に
つ
い
て 

 

ハ 

そ
の
他 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

平
成
三
十
年
二
月
六
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

  

平
成
三
十
年 

二
月
九
日
（
金
） 

午
前
十
時 

平
成
三
十
年 

二
月
七
日
（
水
） 

午
前
九
時 

日 
 

 

時 
選
挙
管
理
委
員
会
室 

場 
 

 

所 

１ 

春
日
部
市
長
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力

に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て 

２ 

そ
の
他 

議 
 

 
 

 

題 
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